
 

2024年 5月 23日 

秩父鉄道株式会社 

 

秩父鉄道株式会社（本社：埼玉県熊谷市、代表取締役社長：牧野 英伸）では、本日 5月 23日付で国土交通省

関東運輸局に鉄道事業の旅客運賃上限変更に関する認可申請を提出いたしました。なお、運賃改定の実施は 2024

年秋を予定しております。 

 申請理由及び内容は下記のとおりです。 

記 

１．申請理由 

当社は、埼玉県北部地域を東西に結ぶ地方鉄道として、旅客輸送・貨物輸送を行い、地域社会における経済の

発展、地域住民の足として役割を果たしております。当社の鉄道旅客運賃は、消費税率の改定による変更を除き、

１９９６年１１月に変更のご認可をいただき、今日に至っておりますが、この間、様々なイベントの開催、記念

乗車券の発売、ＳＬ列車の継続運行等、旅客誘致対策をはかり、収益の向上に鋭意努力してまいりました。当社

鉄道線（羽生駅～三峰口駅間）の輸送人員は、１９９６年度の１１,１０９千人からも減少の一途をたどり、ま

た、２０２０年度から新型コロナウイルスの影響を大きく受け、２０２０年度には５,２９４千人と１９９６年

度の５２．２％と大幅に減少いたしました。 

 旅客収入は２０１８年度実績に対し２０２０年度は６１.５％、２０２１年度は７３.３％、２０２２年度は８

５.７％と、依然として回復していない状況であります。今後もテレワークの定着による通勤定期需要の減少、沿

線就学人口の減少による通学定期需要の減少等により、回復も限定的であると想定されます。 

  このような経営環境の中であっても、輸送の安全が公共交通機関の基本的使命であることを鑑み、マルチプル

タイタンパーの更新、ＰＣマクラギへの交換、熊谷駅耐震補強工事、各踏切道改良等、使命にこたえるべく対処

してまいりました。  

 また、お客様へのサービス向上、利便性向上のため、ＩＣカード乗車券システムの導入を実施いたしました。  

 今後も、列車運行管理システムの更新、駅連動装置更新等、設備保全を計画しておりますが、相当額の投資が

必要となり、営業収支の悪化を招くとともに、既存設備の保全、電気料金等エネルギー価格の上昇、沿線人口減

少による輸送人員の減少等様々な要因により、鉄道事業の継続は難しいと考えられます。  

 つきましては、旅客運賃の変更について、ご利用の皆様にもご負担をお願いいたしたく、旅客運賃の申請に及

んだ次第であります。当社といたしましては、今後とも安全輸送の確保並びに積極的な旅客誘致及び旅客サービ

スの向上（決済手段の多様化、便利な周遊型デジタルチケットの新規作成）に引き続き努めてまいります。  

ご利用の皆さまには、ご理解、ご協力を賜りますよう、お願い申し上げます。 

 

２．申請内容 

（１）運賃の認可制度について 

鉄道事業の旅客運賃については、鉄道事業法に基づき、鉄道事業者の「上限運賃」を国土交通省が認可する「上

限認可制」となっています。各鉄道事業者においては、認可された上限運賃の範囲内で「実施運賃」（実際にお客

さまより収受する運賃）を設定することができます。 

現行、当社線の「実施運賃」は「上限運賃」と同額であり、認可後につきましても上限と同額の運賃といたし

ます。国土交通省関東運輸局長の認可が下りた時点で改めてお知らせいたします。 

 

 

 

 

 

鉄道事業の旅客運賃及び料金の改定について 



（２）申請概要 

 ① 申請日   2024 年 5 月 23 日 

 ② 改定予定日 2024 年 10 月 1 日 

  ③ 改定内容 

ア 増収率 

 

 

 

 

    ※2024 年～2026 年における 3 年間合計の増収率になります。 

    ※下記イにおけるキロ程別の改定率の平均は 12.8％となります。 

  イ 現行・申請運賃新旧比較表                     （単位：キロ、円） 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ 定期旅客運賃 通勤定期（大人１か月）                 （単位：キロ、円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※通学定期券については、家計への負担を考慮し運賃改定は行わず現行運賃とします。 

定期外運賃 
定 期 運 賃 

合   計 
通 勤 通 学 計 

１５．５％ ２２．５％ ０．０％ １５．０％ １５．３％ 

キロ程 現行運賃 申請上限運賃 キロ程 現行運賃 申請上限運賃 

１～４ １７０ ２００ ３３～３５ ８００ ８５０ 

５～６ ２４０ ３００ ３６～３８ ８２０ ９００ 

７～８ ３１０ ４００ ３９～４１ ８４０ ９００ 

９～１０ ３９０ ４５０ ４２～４４ ８６０ ９５０ 

１１～１２ ４５０ ５００ ４５～４７ ８８０ ９５０ 

１３～１４ ４８０ ５５０ ４８～５０ ９００ １，０００ 

１５～１６ ５１０ ６００ ５１～５３ ９２０ １，０００ 

１７～１８ ５５０ ６５０ ５４～５６ ９４０ １，０５０ 

１９～２０ ５９０ ７００ ５７～５９ ９６０ １，０５０ 

２１～２２ ６２０ ７００ ６０～６２ ９９０ １，１００ 

２３～２４ ６５０ ７５０ ６３～６５ １，０１０ １，１００ 

２５～２６ ６８０ ７５０ ６６～６８ １，０３０ １，１５０ 

２７～２８ ７１０ ８００ ６９～７１ １，０５０ １，１５０ 

２９～３０ ７４０ ８００ ７２ １，０７０ １，２００ 

３１～３２ ７８０ ８５０  

キロ程 現行運賃 申請上限運賃 キロ程 現行運賃 申請上限運賃 

１～４ ６，２５０ ７，５６０ ３３～３５ １９，５７０  ２３，５５０ 

５～６ ８，９９０ １１，３４０ ３６～３８ １９，７４０  ２４，０３０ 

７～８ １１，７２０ １５，１２０ ３９～４１ １９，９１０  ２４，０３０ 

９～１０ １４，０８０ １７，０１０ ４２～４４ ２０，１１０ ２４，５１０ 

１１～１２ １５，３１０ １８，０３０ ４５～４７ ２０，２８０  ２４，５１０ 

１３～１４ １５，９２０ １９，０５０ ４８～５０ ２０，４６０  ２４，９９０ 

１５～１６ １６，５３０ ２０，０７０ ５１～５３ ２０，６４０  ２４，９９０ 

１７～１８ １７，１５０ ２１，０９０ ５４～５６ ２０，８２０  ２５，４７０ 

１９～２０ １７，７６０ ２２，１１０ ５７～５９ ２０，９９０  ２５，４７０ 

２１～２２ １８，０４０ ２２，１１０ ６０～６２ ２１，１９０  ２５，９５０ 

２３～２４ １８，３００ ２２，５９０ ６３～６５ ２１，３６０  ２５，９５０ 

２５～２６ １８，５８０ ２２，５９０ ６６～６８ ２１，５３０  ２６，４３０ 

２７～２８ １８，８３０ ２３，０７０ ６９～７１ ２１，７００  ２６，４３０ 

２９～３０ １９，１２０ ２３，０７０ ７２ ２１，９００  ２６，９１０ 

３１～３２ １９，３８０  ２３，５５０  



 

 エ 急行料金                     （単位：円） 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

   ※急行定期券は、おとな用のみ設定します。 

 

  オ 入場料金                     （単位：円） 

 

 

 

 

  カ その他 

    特別企画乗車券については、運賃改定が認可された場合、届出を行う予定です。 

 

３．この資料に関するお問合せ先 

（１）運賃改定申請に関するお問い合わせ先 

秩父鉄道株式会社 運輸部・運輸課  ℡048-523-3822（平日 9：00～17：00） 

（２）秩父鉄道ホームページ  

https://www.chichibu-railway.co.jp/ 

種  別 現  行 改定後料金 

急行券 
おとな ２１０ ３００ 

こども １１０ １００ 

急行回数券 
おとな ２，１００ ３，０００ 

こども １，１００ １，０００ 

急行定期券 

１ヶ月 ７，３３０ １０，０００ 

３ヶ月 ２０，９００ ２８，５００ 

６ヶ月 ３９，６００ ５４，０００ 

種  別 現  行 改定後料金 

入場料金 
おとな １７０ ２００ 

こども ９０ １００ 


